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２０１８年度予算編成に当たっての基本的要望事項 

 2017.11.21 日本共産党伊丹市議会議員団 

 

はじめに 

１０月２２日に行われた選挙において、自民・公明党が３分の２の議席を獲得し、引き続き安

倍自・公政権が継続することになりました。安倍首相は、憲法９条の改定に執念を燃やしていま

すが、昨年強行した憲法違反の安保関連法＝戦争法等による「戦争する国づくり」を、憲法に気

兼ねなく進めるためのもので、絶対に許してはなりません。また、消費税１０％増税に関しても、

消費税８％増税によってどれだけ国民生活が疲弊したのか、経済成長が止まったのかを考えると、

到底認めることはできません。私たちは、引き続き平和と人権、国民の生活を守るため、広範な

市民と共同して運動を進めていきます。 

一方、この間の国民のくらしは、１９９７年をピークに国民の所得は減り続け、働く人の非正

規社員が４０％を超え、労働者の平均年収は減少し続けています。安倍政権の「アベノミクス」

の名で進めてきた経済対策によって、この５年間で実質賃金は年間１０万円も減少し、一世帯の

家計消費も年間２２万円も落ち込みました。一方で大企業の内部留保は５年間で約７０兆円増加

し、４００兆円を超えました。日本経済に「好循環」をもたらすどころか、格差と貧困を広げ、

衰退の「悪循環」しかもたらしていません。さらに社会保障関連費を年間５，０００億円も削減

し、憲法が定めた国の社会保障に対する責務を大きく逸脱しています。 

このような安倍政権の暴走と市民をめぐる状況を踏まえ、日本共産党市会議員団は、伊丹市が

自治体本来の役割を果たし、市民の暮らしや福祉、教育を最優先にした予算編成をされること強

く求めます。 

 

１．地方財源の保障を国に求め、医療・介護の充実、障害者・子育て支援など、市民の

暮らしを守る仕事を最優先にすること。 

伊丹市が、市民の暮らしを守る「防波堤」としての役割を果たすため、国の社会保障制度改悪

に反対し、国・県に財源を求め、県単位化に伴う国保税と来年度新たな計画となる介護保険料の

引き下げや減免制度の拡大等独自の負担軽減拡充、介護や障害者サービス充実と負担軽減、保育

所待機児童の解消、子どもの医療費無料化の拡大など積極的に独自施策を行うことを求めます。 

地方財政の重要な柱である地方交付税に関して、公務員給与削減や事業の民間委託などを前提

とした地方財源そのものの一方的な削減や制度改悪に反対し、制度本来の財源の保障・調整機能

の充実により、住民の福祉と教育、くらしを保障する総額の確保を国に求めること、消費税１０％

増税は凍結ではなく中止することを国に主張されることを求めます。 

 

２．公的部門の民営化はやめ、市民本位で効率的な行政を行い、伊丹市が責任を持って

市民の暮らしと人権を守ること。 

公的部門の民営化路線は、自治体の本来の役割である「住民の福祉の増進」（地方自治法第１条）

という役割と住民の権利保障を形骸化させ、住民福祉の後退やサービス水準の低下、安全性の低

下をまねくことになります。また、この「路線」は全体の奉仕者としての公務員の役割をも形骸

化し、公務員削減を進めました。日本共産党は、「民営化万能論」の押しつけ・推進でなく、市民

の安全と利益を最優先にした市民本位の効率的な行政の努力を求めます。 
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３．すべての子供に基礎学力を保障し、一人ひとりが大切にされる教育を進め、教育環

境の整備に力を尽くすこと。 

教育は子ども一人ひとりの幸せ、成長と発達のためにあります。それだけに社会にとって大切

な営みです。教育は子どもの権利であり、家庭の経済力に関わらず、すべての子どもに豊かに保

障される必要があります。 

ところが、安倍政権のもとで、日本の教育はたいへん貧しく歪んだものになっています。教育

予算の世界ランキング（ＧＤＰにたいする公財政教育支出の割合）では、日本はまた OECD34 ヵ国

中ワースト１です。この低予算の下で、国民は世界では考えられないような高学費に苦しみ、教

育条件も欧米では一学級２０～３０人が当たり前なのに、日本では小学校３年以上は４０人学級

のままです。公的支出を先進国の平均並みにすれば、あと６兆円の公的支出が増えることになり

ます。このことを踏まえ、伊丹市としても国に対して先進国並みの無償教育、教育条件の充実を

進めることを求めるべきです。 

また、学年が進むにしたがって受験中心の教育となり、子どもは競争に追い立てられ、他人と

比べられ、豊かな子ども期が奪われています。国連子どもの権利委員会は再三「高度に競争的な

教育制度」の是正を勧告しています。格差と貧困の拡大のもとで希望を失いかけている子どもた

ちに必要なのは、人をばらばらにする競争教育ではなく、人と人との間で生きる連帯です。その

ために、教育委員会は、いじめや不登校など子どもの深刻な事態を解決し、すべての子どもに行

き届いた教育をすすめるため、国と県に少人数学級の実現を急ぐことを求め、市独自の対応も検

討することを求めます。さらに、「全国学力テスト」への参加も伊丹市独自の「学力テスト」もや

めるべきです。 

また、（仮称）伊丹市幼児教育推進計画（案）における公立幼稚園・保育所の大規模な再編計画

（幼稚園の統廃合）に対して、多くの保護者・市民が計画の見直しを求めています。無償化計画

を含めた本計画は、１２月議会にこだわらず市民との議論を継続することを求めるとともに、公

立幼稚園改革に関しては、３年保育と預かり保育を実現し、統廃合をやめることを求めます。 

 

４．中小・零細業者への支援を強め、人間らしく暮せる地域社会・経済を築くこと。 

中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」（中小企業

憲章）する存在です。企業の 99.7％を占め、働く人の 3人に 2人が働いている雇用の担い手です。

地域に根をおろし、モノづくりやサービスでの需要にこたえ雇用を生み出している中小企業の役

割はますます大きくなっています。農林水産業の振興と結んだ自然エネルギーの利活用など、日

本経済・産業の新しい方向を切り開くことが切実な課題となっており、地域に根ざした中小企業

の役割がいっそう重要となっています。伊丹市もこの立場で、農業振興基本条例」（仮称）、地域

産業活性化のための「地域産業振興基本条例」（仮称）の策定等、中小零細業者支援を進めること

を求めます。さらに、伊丹市では二つの超大型店とともに、次々と大型商業施設が出店していま

す。このことで市内の商店・商店街が廃業に追い込まれ、歩いて買い物ができる住みよい住環境

を破壊するとともに、地域経済も大きな打撃を被っています。伊丹市はそのためのあらゆる対策

を講じることを求めます。 

また労働法制の「規制緩和」で、特に若者の非正規社員、ワーキングプアが大きな問題となっ

ています。この不安定雇用、低賃金の急速な広がりに対して、伊丹市としても若者の雇用対策に

力を尽くすとともに、不法・不当な格差や差別をなくすなどブラック企業や非正規雇用の問題に

積極的に取り組むことを求めます。 
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５．同和行政終結宣言を行い、憲法と「まちづくり基本条例」を生かした民主主義の発

展と平和、基本的人権が保障される市政を行うこと。 

今日、「社会問題としての部落問題」は基本的に解決したという認識を持ち、「部落差別の解消

の推進に関する法律」に基づく施策については、部落差別を固定化するのではなく、衆・参議院

委員会の付帯決議の通り、新たな差別を生むことがないようにすること、「差別を許さない都市宣

言」の廃止等すべての同和行政・教育を終結することを求めます。 

まちづくり基本条例」に基づき、「住民こそ主人公」の立場で、徹底した情報公開と民主主義の

発展を保障する条件整備を行い、市民の知恵と力が行政に積極的に生かされるようにすること。

また、市民の生命と財産を守るため、憲法９条を守り、あらゆる戦争準備の策動に反対するとと

もに、伊丹市として「平和条例」（仮称）を制定することを求めます。 

 

６．「大阪国際空港撤去宣言」の精神を堅持し、環境基準の達成に向けた不断の努力と安

全性を確保すること。 

本空港は、航空機に係る環境基準が達成されていないもとで、空港近隣住民の立場に立ち、空

港運用の規制緩和はやめ、存続協定を守り、国の責任で安全性の確保と環境基準達成への不断の

努力を、国と関西エアポート株式会社に要望することを求めます。 

 

７．国の「地方創生」戦略に対し、憲法と地方自治法に基づき、福祉・教育充実、雇用・

地域経済活性化のための地方財政を保障することを国に求めること。 

２０１５年１月に可決成立した「地方創生」関連法によって、次々と新型交付金が打ち出され

る一方、地方交付税のあり方を歪める「トップランナー方式」の導入による地方交付税引き下げ

と民間委託等の政策誘導が行われるとともに、社会保障関連予算を大幅に削減されています。い

ま行うべきことは、政府による政策誘導や社会保障財源の削減ではなく、住民自治を発揮してが

んばる自治体を応援することであり、地方交付税の大幅拡充による地方財源の保障こそ必要です。 

 公共施設再配置計画に関して、中央公民館は社会教育法に基づき設置されている教育施設であ

り、市民主体のまちづくりの学習と実践の場として重要な役割を果たしていることから、「機能移

転」ではなく建て替えを求めます。 

 

８．いますぐ原発をゼロにすることを決断し、原発再稼働をストップし、自然エネルギ

ーに転換することを国に求めること。 

 東日本大震災から６年８ヶ月が経過しました。しかし福島県では、今も県内外への避難者は６

万８千人に及び、放射能が流出し続けています。原発事故でひとたび放射能物質が大量に放出さ

れると、人類はその被害を防止する手段を持っていません。さらに、使用済み核燃料＝「核のゴ

ミ」を安全に処理する技術もありません。したがって、再稼動すれば、処理方法のない「核のゴ

ミ」は増え続けます。伊丹市に近い福井県・若狭湾の原発群で事故が起きれば、琵琶湖の水源等

市民にも甚大な被害をもたらします。 

 このような現状を踏まえ、市長は国に対して次の点を主張されることを求めます。 

① すべての原発からただちに撤退する政治決断を行い、「即時原発ゼロ」の実現を図ること。 

② 原発再稼動方針を撤回し、再稼働をストップし、すべての原発を停止したままで、廃炉の

プロセスに入ること。 

③ 原発から再生可能エネルギーへの転換で、日本経済の持続可能な成長を図ること。 
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２０１８年度予算編成に当たっての具体的要望事項 

 

≪総合政策部≫ 

１．マイナンバー制度に関しては、年金情報の大量流出やマイナンバーに関する様々な詐欺事件

等により国民の信頼が揺らいでいること、本市でも１７年度１０事業所・１８人に対し市・県

民税特別徴収税額通知書の誤送付が発生している。個人情報の保護に関して制度上完全ではな

いこと等に鑑み、国に対して制度を中止することを求めること。伊丹市として、個人情報の観

点から利用拡大は行わないこと。 

２．「行財政改善計画」の実施にあたっては、市民のくらしを守り公の責任をはたす立場を堅持

し、「市場化テスト」やＰＦＩ、民間委託・民営化など、一時的な費用負担削減のため、市民

のための公共財産を安易に民間にゆだねる手法はやめること。格差と貧困が広がる中で、公共

料金の引き上げは行わないこと。 

３．公共施設再配置において、とりわけ中央公民館に関しては、重要な社会教育施設であること

に鑑み、文化施設・コミュニティ施設と一体化するのではなく、建て替え等によって単独・直

営で施設を管理・運営できるようにすること。 

４．空港について 

イ．大阪国際空港は今後関西国際空港とともに株式会社関西エアポートによって管理・運営さ

れることになったが、安全、騒音・環境対策はあくまでも国の責任で実施することを国に求

めること。とりわけ、空港周辺地域における騒音の軽減を早急に図り、毎年前年対比で騒音

が低減できるようにすること。 

ロ．重大インシデントが続く中、管制体制の強化と航空機の整備・検査等にかかる規制緩和の

中止を国に求めること。また日本航空の違法な退職強要をやめ、安全運行を最優先にした再

建を行うよう国に求めること。 

ハ．住宅騒音防止対策費の充実を国に求めること。空調機器にかかる「更新工事③」では、一

人世帯も助成対象とすることを国に求めること。 

ニ．テレビ受信障害対策を元に戻すことを国・株式会社関西エアポートに求めること。 

ホ．学校等公共施設、医療施設等の空調器機の更新を推進し、更新経費の全額国庫負担を求め

ること。 

ヘ．民防空調機器更新に係る一部負担を県、市費で助成すること。 

ト．空港移転補償跡地については、周辺環境整備として活用している公園・防火水槽・細街路

等は引き続き無償貸与を求めること。 

チ. 国際チャーター便については、その実績を重ねることによる国際線復活につなげないこと。 

リ．米軍等軍用機の発着はやめること。 

５．自衛隊基地のヘリコプタ－の発着や自衛隊記念式典時の空砲による騒音、人を殺傷する訓練

展示、子どもたちに「戦車」への試乗などの催し等はやめさせること。 

６．自衛隊中部方面総監部で実施される日米共同指揮所演習など、アメリカが行う戦争に日本を

参加させる取り組みの中止を求めること。 
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≪総務部≫ 

１．人事評価制度に関しては、公務員を「働きぶり」や「能力」「業績」などという測ることが

困難な尺度で評価することは単純なものではなく、評価によっては職場の労働環境を１８０度

変えてしまい、公務員の労働意欲の向上や創意工夫の発揮を阻害することにもつながり、市民

サービスの質的な向上にも影響を及ぼすことになることから、中止すること。 

２．人権無視、低賃金で安上がりを目的とする人材派遣の活用は、人権を最も重視する事を基本

とする自治体としてふさわしくないので中止すること。 

３．職員数の減少の中で有給休暇がまともに取れない事態や健康破壊がますます深刻化している。

住民の人権・福祉を守るためにも正規職員の増員を図ること。   

４．職員の生活の保障と地域経済への影響を考慮して、給料の引き下げはやめること。２０１３

年度の「定期昇給見送り」を課長級以上も復元すること。 

  また、厚生労働省が労働災害認定の過労死ラインと規定している職員の超過勤務については、

命と健康を守る立場から直ちに改善すること。 

５．嘱託職員・臨時職員の賃金、労働条件を改善すること。 

６．組織の継続性・専門性を重視した職員配置をおこなうこと。 

７．総合評価型入札制度を導入し、入札企業における男女共同参画や障害者雇用の推進、適正な

賃金を取り入れた方式とすること。 

８．公共事業の施行にあたっては、地元業者を活用し、雇用の安定と就労の促進を図るとともに、

適正な労務費の保障、金等支払いの適正化のため公契約条例を制定すること。 

９．同和対策特別措置法は終了し、法の根拠はなくなっていることから、同和・人権室を廃止す

ること。少なくとも、「同和」の名称はあらゆる部署においても使わないこと。 

（危機管理室） 

１．大震災における国の責任を明確にさせ、震災復興にかかわる財源は全額国に求めること。 

２．被災者生活再建支援法の対象を半壊、一部損壊にも広げ、支援額の上限を３００万円から５

００万円に引き上げることを国に求めること。 

３．災害時における弱者・障害者への対策に関して、福祉避難所の増設・整備、避難対策を進め

るなど対応を拡充すること。ペット同伴による避難者対策を行うこと。 

 

≪財政基盤部≫ 

１．市民税等の徴税業務に関して、その業務が人権に関わるものであることから、民間委託（電

話による納税催告業務等）は行わないこと。 

２．市税等の滞納者に対し、いたずらに「徴税強化」をあおるのではなく、納税者の権利を保障

し、その立場に立った相談を中心として、滞納の背景にある市民の困難を他の部署と連携して

解決すること。小規模事業者に関しては、運転資金に及ぶ差し押さえはやめること。 

３．大企業の固定資産税には収益還元方式を適用し、２００㎡以下の小規模住宅等生存権的財産

は非課税とすることを国に求めること。 

４．マンションに併設されている通路やプレイロット(子どもの遊び場)など共有部分に関する固

定資産税を減免すること。 

５．指定管理者制度について 
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イ．導入した施設については、①住民・利用者の施設利用権を守ること、②施設のサ－ビス低

下させないこと、③施設は、公正で民主的に運営すること、④職場の専門性、継続性、雇用

を守る立場をとること、⑤正職員、非正職員の適正な給与を保障すること。 

ロ．「公の施設」の設置目的に反する民間企業への指定管理者選定は行わないこと。 

 

≪消防局≫ 

１．消防・救急体制については、人員、装備、施設のすべてにわたって、充実・強化し、消防力

の整備指針を１００％充足すること。 

２．雑居ビルの防火管理を強化すること。 

３．住民や事業者の自主的な防災活動と連携し、防災教育、防災訓練を充実すること。消防の再

任用職員を活用し、長年の知識や経験を生かして、地域の防災教育、防災訓練の仕事が担える

ようにすること。 

４．消防職員委員会が職員の意見を十分反映でき、生かすようにすること。 

５．職場に混乱を持ち込む「能力・実績に基づく人事評価制度」は行わないこと。民主的な人事・

人材育成制度を確立すること。 

６．女性職員が安心して働くことができるように、施設・設備、労働環境を改善すること。 

 

≪健康福祉部≫   

１．生活保護   

イ．格差と貧困が広がる中、２０１７年２月に生活保護を受給した世帯は１６３万８９００世

帯を超えるものとなっている（厚生労働省発表）。その役割は益々重要となっているにもか

かわらず、政府は、生活扶助費、住宅扶助費を大幅に引き下げ、さらに引き下げようとして

いる。このことは憲法２５条で保証された最低限の生活も保障されない状況となる。消費税

増税分の正確な反映と生活保護基準の引き上げを強く国にもとめること。 また母子加算の

継続を国に求めること。 

ロ．生活保護を必要な人が必要なときに受けることが出来るようにすること。そのためにも生

活困難者の相談には「寄り添い型」の姿勢で行い、信頼関係を持てる相談に努めること。ま

た分かりやすい制度紹介の「しおり」とともに生活保護申請用紙を窓口カウンターに常備し、

相談者の生活保護申請権を尊重した対応をすること。しおりの中に、同居であっても別世帯

申請などできる例や貸付制度（冷暖房機などの購入）に関しての説明も示し、利用しやすい

ようにすること。          

ハ．ホ－ムレスの保護に関しては、住居の場所がないことや稼働能力があることのみをもって

保護用件に欠けるものではないと明記した「ホ－ムレスの自立の支援等に関する基本方針」

の立場で行うこと。また、自立支援センタ－等への入所については申請者の意思を尊重する

こと。 

ニ．正職員としてのケースワーカーを増員し、申請から法定期間の１４日内の決定など申請者

への対応を迅速に行うとともに、保護世帯の相談に十分に応えることが出来るようにするこ

と。             

ホ．生活保護世帯の夏季・冬季見舞金を復活すること。母子加算の削減に反対するとともに、
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老齢加算の復活を国に求めること。 

２．国民健康保険 

イ．県単位化の準備が進められているが、政府に国庫補助率の復元、拡充を要求するとともに、

一般会計からの繰り入れを維持し、高すぎる国民健康保険税を引き下げること。 

ロ．国保税と一部負担金の減免制度を拡充するとともに、市民への広報を強めること。 

ハ．保険証のとりあげはやめ、短期保険証、資格証明書の発行は行わないこと。 

ニ．葬祭費の給付額を大幅に改善すること。 

ホ．国保税の滞納者に対し、いたずらに「徴税強化」をあおるのではなく、納税者の権利を保

障するとともに、社会保障制度の立場に立った相談を中心として、滞納の背景にある市民の

困難を他の部署と連携して解決すること。 

３．年金 

イ．年金額を月額５万円底上げする最低保障年金制度をつくり、国民年金では月額８万３千円

に引き上げるよう国に求めること。 

ロ.現在年金を受けている人を含めて受給額を大幅に削減することや、支給年齢を６８歳ない

し７０歳まで引き上げる年金の大改悪に反対すること。 

４．医療費助成 

イ．北欧等では常識となっている医療費窓口負担ゼロをめざし、その第一歩として７５歳以上

の高齢者と子どもの医療費無料制度を国の制度として創設することを国に求めること。子育

て支援医療費助成については、市独自に通院も義務教育終了まで無料にすること。 

ロ．一部負担金を導入した重度心身障害者および母子医療費の撤回を県に求めるとともに、市

独自の上乗せ措置を復活させること。 

ハ．重度精神障害者（児）医療助成事業に対し、市負担で上乗せ措置を行うこと。 

５．医療保険でより良い歯科医療が提供できるように保険の給付範囲を拡大するとともに、補聴

器も保険適用するよう国に要望すること。 

６．入院時において、おむつ代など医療保険外負担に対する援助を行うこと。 

７．高齢者の医療負担をなくすとともに、療養病床に入院する高齢者の食費負担、居住費負担な

どの医療改悪を元に戻すよう国に求めること。 

８．県策定の地域医療構想による病床削減は、地域医療の崩壊を招くことから中止することを県

に求めること。 

９．後期高齢者医療制度 

イ．７５歳以上の高齢者すべてから保険料を徴収する差別医療押し付けの、「後期高齢者医療

制度」の廃止を国に求めること。同時に制度存続の間、市独自の保険料減免制度、医療費一

部負担減免制度を創設すること。 

ロ．一定以上所得者の窓口負担割合、高額療養費の引き上げに反対すること。 

ハ．７０歳から７４歳までの方で、福祉医療を利用した場合の償還払いをやめ、現物給付にす

ることを県に求めること。 

10．高齢者福祉 

イ．介護保険 

①介護保険事業にかかる国庫負担割合の引き上げを国に求めること。 
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②要介護認定は、必要な人が必要な介護を受けることができるように改めること。今後要介

護認定制度や利用限度額は廃止して、現場の専門的な判断で必要な介護を提供できる制度

にするよう国に求めること。 

③必要な人がすべて安心して介護を受けることができるために、特別養護老人ホ－ムや小規

模多機能型居宅会議施設等介護施設を増設し、ホ－ムヘルプサ－ビス、デイサ－ビス、シ

ョ－トステイなど居宅サービスを拡充すること。    

④介護施設等で働く人への賃金引上げを国に求めると同時に、市も独自の支援を行うこと。 

⑤保険料は住民税非課税の高齢者・低所得者からは徴収しないこと。 

⑥低所得者の利用料を抜本的に軽減すること。利用料３割負担における減免制度も作り、広

く市民に広報すること。 

⑦要介護認定から要支援認定された人に関して、機械的な訪問介護サ－ビス縮小などの措置

をとらず、利用者の実態にあったサ－ビスを提供すること。 

⑧国による「自立支援・重度化防止」に向けた財政的インセンティブの付与によって、介護

サービスの切り捨てとならないようにすること。 

⑨介護予防・日常生活支援総合事業においては、利用者の意思を尊重し、少なくとも現行サ

ービスは低下させないこと。 

⑩介護保険基金１０億円は、サービスの充実と介護保険料軽減に充当すること。 

ロ．社会福祉事業団は高齢者、障害者の介護サ－ビスにおける公的責任を堅持すること。 

ハ．現行の市バス無料乗車制度を堅持すること。同時に、居住期間制限をなくすこと。 

11．障害者福祉 

イ．すべての障害者施策における「応益負担」の原則を撤廃することを国に求めるとともに、

原則定率一割負担の更生医療、育成医療、精神通院医療に対する軽減措置の充実をはかるこ

と。 

ロ．すべての障害者が利用できるよう、施設やホ－ムヘルパ－などの基盤整備を充実すること。 

ハ．国に財源の増額を求め、「地域生活支援事業」の利用料を無料にするとともに、サービス

を充実すること。 

ニ．福祉施設、作業所への報酬の日払い制度をやめ、大幅に引き上げるよう国に求めること。 

ホ．市内事業所に、障害者雇用促進法にもとづく法定雇用率を達成するようさらに雇用の拡大

をはかること。一般就労や福祉就労では、公的分野で一層の拡大を図ること。 

 

 ≪こども未来部≫ 

１．児童くらぶ 

イ、小学６年生までの入所年齢の引き上げに伴い、施設の拡大・充実に努めるとともに、長期

休業期間の給食を実地すること。 

 ロ、必要な指導員の配置とともに、指導員の休養場所を確保すること。 

２．保育所 

イ．子ども子育て支援新制度が２０１５年４月から本格実施されている。伊丹市での実施にあ

たっては、子ども・子育ての基本理念である子どもの権利条約と児童福祉法第２条「国及び

地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」
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との規定に基づいて行ない、市の保育実施責任を拡充すること。 

ロ．待機児童と詰め込み保育を解消するため、さらに認可保育所の増設を急ぐこと。国に対し

て補助金の復活を求め、公立保育所も増設すること。 

ハ．保育所保育料は、国の動向を注視して無償化を推進すること。 

ニ．病児・病気あけ保育所は市民の要望を注視してさらなる充実を図ること。 

ホ．保育所の公私立間格差に関しては、保育士給与に一定の配慮はあるものの是正はされてい

ない。早急に是正するために援助をすること。 

へ．認可外保育所の実態を把握し、助成を検討するとともに、適正な条件で保育している施設

の認可を促進するよう支援を行い、待機児童数とすること。 

ト．正職員の保育士を増員し、保育内容をより充実すること。 

３．こども文化科学館利用駐車料金は１時間無料にすること。 

４．児童虐待防止に迅速・適正に対応するため、さらに相談員を増員するとともに、川西こども

センタ－の相談員を増員するよう県に求めること。 

 

≪市民自治部≫ 

１． 平和都市宣言をアピ－ルする標柱などをＪＲ伊丹駅周辺にも設置すること。 

２．市として、平和首長会議の方針である「核兵器廃絶国際署名」への取り組みを進め、国に対

して核兵器禁止条約を批准することを求めること。 

３．すべての同和行政と同和教育をやめ、「同和行政終結宣言」を行うこと。 

イ．「差別を許さない都市宣言」は廃止すること。 

 ロ．「部落差別解消推進法」に関しては、衆・参両院における付帯決議を遵守し、新たな差別

を生み出さないようにすること。 

４．男女平等の実現、女性の社会参加をよりいっそう促進するために、「男女共同参画条例」を

制定すること。女性センターの機能移転にあたっては、男女共同参画センターとしての位置

づけをし、市民の参画による基本計画を策定すること。 

５．家庭系ゴミの、これ以上の有料化は実施しないこと｡ 

６．地球環境を守るため、各種公共建築物等において雨水利用や太陽光・熱利用の促進を図るこ

と。 

７．自然エネルギーの活用を促進するため、家庭用ソーラシステム導入への補助制度を導入する

こと。 

８．天神川、天王寺川の緑道整備を行い、ネットワ―ク化を急ぐこと。 

 

≪都市活力部≫ 

１．文化振興のため、文化施設の運営にあたっては、ひろく専門家や市民・文化団体などの意見

を聴取し、低廉で利用できるようにすること。特にいたみホ－ルの使用料を引き下げること。 

２．すべての文化施設の駐車場利用者に対し、１時間無料にすること。 

３．さしたるインセンティブ効果が発揮されてない、文化振興財団など指定管理者への「利用料

金制」は見直すこと。 

４．都市農業基本法が成立したもとで、伊丹市都市農業振興基本計画に基づき、（仮称）農を活
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かしたまちづくり基本条例を制定し、都市農業を維持・発展させること。また中小企業も含め

地域循環型経済を実現するため、「産業振興条例」を制定すること。 

５．ウメ輪紋ウィルス対策支援事業として、引き続き国に対して生産農家の営業損失に対する適

切な保障を実施することを求めること。 

６．国・県と協力し、下請け代金支払い遅延等防止法にもとづき、大企業の中小企業に対する単

価きり下げなどを止めさせるため、実効ある取り組みを国に求めること。 

７．届け出制を都道府県知事等の許可制に改めるなど、大規模店舗立地法の改正を国に求めるこ

と。また、市独自に地域の小売店保護と良好な地域生活環境を守ること。 

８.ルネサス撤退問題を教訓にして、企業「リストラ」や撤退に対して早期の情報把握に努め、

関係機関と連携して、地域経済と従業員・市民の雇用と暮らしを守る立場から適切な対応を講

じること。 

９．都市計画法の抜本改正による都市農業の積極的な位置づけがなされたことに伴い、伊丹市も

市街化区域内農地の保全のため、生産緑地の最小規模を３００㎡に改めるとともに、指定後３

０年が経過する生産緑地の継続を図るため、「特定生産緑地」指定制度の積極的活用を図るこ

と。 

10．わが国が諸外国と結ぶＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）、ＦＴＡ（自由貿易協定）に

反対し、伊丹の農業を守り農産物の自給率を高めること。 

11．市内の失業やブラック企業の実態等を把握し、国・県と連携して相談窓口を設置し、若者等

の雇用対策を図ること。 

12．パ－ト労働者の賃金・労働条件の改善をはかるとともに、パ－ト労働者福祉・退職金共済制

度を創設するよう国に求めること。 

13．派遣労働を臨時的、一時的な業務に限定するなど、労働者派遣法の抜本改正を国に求めるこ

と。 

14．耐震診断、耐震改修計画策定費、耐震改修工事費の補助額の増額を県に要望するとともにさ

らに耐震診断を進めること。 

15．住宅リフォ－ム助成制度を創設し、市内中小企業の仕事を確保するとともに地域経済の活性

化を図ること。 

16．住宅政策 

イ．現行の市営住宅は建て替えることを含めて存続し、必要な戸数を確保すること。中野県営

住宅跡地を市営住宅建て替えに活用すること。 

ロ．市営住宅の指定管理制度は撤回すること。 

ハ．既設市営住宅において、入居者要望にもとづく補修・改善を実施すること。またエレベ－

タ－を設置すること。エレベーターがない場合、高齢者や障がいのある入居者のため、急い

で１階への住み替えやエレベーターのある民間住宅の借り上げで対応すること。 

 

≪都市交通部≫ 

１．国直轄事業に対する地方負担が廃止の方向であり、当然県施行街路事業についても、市負担

を軽減するよう県に強く求めること。 

２．都市計画道路山田伊丹線昆陽泉町工区の事業化には賛否両論があり、十分住民の理解が得ら



- 8 - 

 

れていないことから、関係住民との話し合いを続けること。また、宝塚池田線（大野工区）の

整備計画については、事業を見直すこと。 

３．県道塚口長尾線（札場の辻交差点以南）の歩道拡幅整備を早急に行うよう県に求めること。 

４．道路拡幅・自転車通行レーンの新設に際してはむやみに街路樹の伐採を行わず、地域住民の

理解と協力により街路樹の温存と増植を図り、都市景観の維持向上を図ること。自転車通行レ

ーン設置に伴い伐採した街路樹に対し、植えなおし等代替措置を実施すること。 

５．狭隘道路、細街路等市民の生活道路の整備・補修を促進すること。 

６．飛行場線ＪＲ陸橋に自転車・歩行者用道路を設置すること。 

７．ＪＲ北伊丹駅南側の北村踏み切りの拡幅・改善をはかること。 

８. 阪急御願塚北踏切など、通学上危険な狭隘踏切の拡幅・歩道設置等、抜本的改善を図ること。 

９．荻野小学校東方向通学路など、通学上危険な遠回り・狭隘通学路を解消し、最短通学路整備、

狭隘道路の拡幅等、抜本的改善を図ること。 

10．高齢者、障害者等が利用しやすく安全な歩道整備を推進し、特に国道・県道の歩道段差解消

をさらに進めるよう求めること。 

11．騒音値の高い市道については、低騒音舗装を進めること｡ 

12．全見守りカメラの運用にあたっては、市民の個人情報保護を最優先とし、警察への提供は最

小限とすること。「共謀罪法」に関する情報提供はしないこと。 

 

≪教育委員会≫ 

１．人権・教育指導員設置要綱は廃止すること。 

２．伊丹市人権・同和教育研究協議会を廃止すること。 

３．卒業式、入学式等で、日の丸掲揚、君が代斉唱の強制はおこなわないこと。 

４．いじめをなくし、いかなる暴力も許さない学校教育を確立して生徒・児童の人権を守るよう

指導すること。 

５．一人ひとりの子どもの成長と発達を中心においた教育――具体的にはすべての子どもに、主

権者として必要な基礎学力、体力、情操、市民道徳を身につけさせる教育を推進すること。 

６．「子どもの権利条約」を全市民に普及するとともに、発達段階に応じたパンフレット等を作

成し、子どもへの普及も行うこと。さらに「条約」を伊丹市で具体的に生かすために、子ども

の権利に関する条例を制定すること。 

７．公立幼稚園の統廃合はやめ、すべての幼稚園で３歳児保育と預かり保育を実施すること。 

８．幼稚園２０人、小中学校３０人以下学級の実現につとめること。当面現在の小学校４年生ま

での３５人学級を、小学校・中学校の全学年に拡大し実施できるよう県に強く要望するととも

に、市独自に３５人学級を広げること。 

９．伊丹市は、競争教育を激化させる「全国学力テスト」への参加をやめ、伊丹市独自の学習到

達度調査を中止し、条件整備など、真に学力保障になる施策を進めること。 

10．「ことば科」の専任講師の配置を必要に応じて復活させること。 

11．引き続き私立幼稚園の就学奨励費を拡充すること。幼稚園保育料の無償化にあたっては、国

の動向を注視して推進すること。 

12．国に対して、幼児教育・義務教育のクラブ活動経費・私立高校授業料等の無償化、大学・専
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門学校の負担軽減、給付制奨学金制度の創設・拡充を求めること。諸奨学金の額を引き上げ、

奨学生選考の基準を見直し充実すること。入学給付金の拡充を行うこと。 

13．準要保護における国の補助制度を復活することを求め、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会

費を支給すること。 

14．小学校給食の民間委託はしないこと。二時間以内の喫食を行うこと。 

15．特別支援教育では、障害児教育を充実するため障害児学級の充実、並びに通常学級に在籍す

る支援が必要な子に対する教員を配置するよう県に働きかけること｡ 

16．学校図書館における図書指導を充実するため、読書指導員の身分をせめて嘱託職員として報

酬を引き上げること。 

17．貧困と格差の拡大、不登校、少年犯罪等児童・生徒と家庭の困難性に目を向け、学校・地域・

家庭が協力して解決できるよう支援するためにも、スク－ルソ－シャルワ－カ－を増員する

こと。 

18．トライやる・ウィークにおける自衛隊での体験学習に関しては、日本を戦争する国に変える

憲法違反の安保法制＝戦争法が強行され、任務遂行上武器使用も認められる「殺し、殺され

る」自衛隊に変わったことから、再検討すること。 

（管理部） 

１．公立幼稚園に技能員と養護教諭を全園に配置すること。 

２．支援の必要な児童・生徒の重度化にともない介助員をさらに増員すること。 

３．養護教諭を全校で複数配置するよう国・県に働きかけること。当面一学期だけでも補助教員

をつけること。 

４．生徒指導担当教員・指導主事を増員すること。 

５．学校事務補助職員の勤務時間を従来通りとし、正職員にすること。 

６．教職員の増員、少人数学級の実現等により、教職員の多忙化を解消し、生徒・児童に向き合

う時間を増やすこと。教員免許更新制度の廃止を国に求めること。 

７．県教育委員会に対し、教員の臨時的任用を制限し、正規職員を増員することを求めること。 

８．教室が不足する学校では特別教室の転用等緊急対応ではなく、教育施設の増改築に努めるこ

と。また床などの老朽箇所や雨もり・黒板等を点検し、必要な改修を行うこと。 

９．市立伊丹高校のグランドの改修を急ぐこと。 

10．県立こやの里支援学校の増設と学校施設改善を至急行うことを県に要望すること。 

（生涯学習部）  

１．図書館南・北分館の指定管理はやめること。 

２．公民館は建て替えをすること。公民館使用料は無料にもどすこと。  

３．スポ－ツ施設の民間企業への指定管理はやめること。 

４．スポ－ツ振興法の精神に基づき、安全で低廉なスポ－ツ施設として広く市民の                    

利用に供すること 

５、夏休みプール開放事業において監視員の増員、充実をはかり実施日数を増やすこと。 
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≪上下水道局≫ 

１．水道料金引き上げに直結する資産維持費は、料金原価に算入しないと。 

２．下水道整備にかかる国庫補助制度のいっそうの改善・充実を求めること。 

３．下水道使用料に関しては、使用料原価に資産維持費を導入することはやめ、試算費に対して

は一定割合での出資金を投入して引き下げを行うこと。 

４．雨水幹線管渠、遊水池等の整備を促進し浸水地域をなくすこと。また雨水流出抑制をはかる

ため、雨水浸水桝や貯留施設の設置を啓発し、あわせて支援策を講じること。 

 

≪交通局≫ 

１．ダイヤ編成は、病院、市役所など利用頻度の高い公共施設への利便性を高めること。また、

乗り継ぎ時の個人負担を無料化すること。 

２．車内転倒事故の防止等、安全運転を徹底すること。 

３．高齢者・障害者にやさしいバス停に向け、早急に上屋、ベンチを設置すること。 

４．バスロケ－ションシステム（バス接近情報管理システム）の導入をはかること。 

５．バス路線に関する市民から寄せられた要望に対して検討し、次期ダイヤ改正で対応すること。 

 

≪病院≫ 

１．医師の勤務条件等処遇を改善し、医師の確保に努めること。新しく小児科、産婦人科をめざ

す医師の３分の２が女性であり、女性医師が子育てと両立できる労働条件にすること。 

２．看護師増員と待遇改善で患者サ－ビスの向上をはかること。 

３．県の地域医療構想策定によって病床の削減がされないようにすること。 

４．無料低額診療制度の導入を検討すること。 

 


